
政策目標の内容及び 

目標設定の考え方

国家は、多岐にわたる分野で多くの活動を行っており、これらの活動に必要な

資金を租税や公債などの手段により調達し、必要な分野に資金を供給していま

す。 

経済財政状況を踏まえつつ、選択と集中の考え方により、一般会計と特別会計

を合わせた歳出全体を必要性の高い分野に重点的に配分し、逆に重要性や必要性

の低い分野、相対的な優先度の低い分野には配分しないという考えの下、財政活

動全般を効率的、効果的なものとする必要があります。

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

政1-1-1：重点的な予算配分を通じた財政の効率化等への取組 

政1-1-2：財政に関する広報活動 

関連する内閣の基本方針 

○「第208回国会 総理大臣施政方針演説」（令和４年１月17日）

○「第208回国会 財務大臣財政演説」（令和４年１月17日）

○「令和４年度予算編成の基本方針」（令和３年12月３日閣議決定）

○「令和４年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（令和４年１月17日閣

議決定） 

○「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本方針」

（令和３年３月９日閣議決定）

○「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）

○「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）

○「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）

○「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令和３年６月18日閣議決定）

○「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）

施策 政1-1-1：重点的な予算配分を通じた財政の効率化等への取組

取組内容 

一般会計と特別会計を合わせた歳出全体を必要性の高い分野に重点的に配分し、逆に重要性や

必要性の低い分野、相対的な優先度の低い分野には配分しないという考えの下、財政活動全般を

効率的、効果的なものとします。 

引き続き、予算執行調査、政策評価、行政事業レビュー、決算及び決算検査報告、国会での指

摘・議決などの予算編成等への適切な活用・反映に努めます。 

「経済財政運営と改革の基本方針2018」（以下、「骨太の方針2018」といいます。）に盛り込

まれた「新経済・財政再生計画」においては、財政健全化目標として、①2025年度の国・地方を

合わせたプライマリーバランス（用語集参照）黒字化を目指す、②同時に債務残高対ＧＤＰ比の

安定的な引下げを目指すことを堅持する、ことが掲げられ、この目標達成に向けて、2019年度か

ら2021年度の３年間について歳出改革の取組方針が示され、この方針を踏まえ、財政健全化に向

けた取組を進めてきました。 

「経済財政運営と改革の基本方針2021」（以下、「骨太の方針2021」といいます。）では、こ

れらの取組がこれまで財政規律としての役割を果たしてきたことを踏まえ、2022年度から2024

年度までの３年間についても、これまでと同様の歳出改革努力を継続することとしており、引き

○ 政策目標１－１：重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進
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続き、財政健全化に向けた取組を進めてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症対策に関しても、引き続き、感染状況や経済的な影響を注視

し、必要な対策を講じてまいります。 

上記に加えて、復興事業については、「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災

からの復興の基本方針」を踏まえ、復興のステージに応じた、被災地の復興に真に必要な事業を

しっかりと実施できるよう取り組んでいきます。 

定性的な測定指標 

［主要］政1-1-1-B-1：予算編成における重点的な配分と財政健全化目標の達成に向けた取組の実施 

（令和４年度目標） 

一般会計と特別会計を合わせた歳出全体を必要性の高い分野に重点的に配分し、逆に重要性や必

要性の低い分野、相対的な優先度の低い分野には配分しないという考えの下、財政活動全般を効率

的、効果的なものにします。「骨太の方針2018」に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」におい

ては、財政健全化目標として、①2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字化を目

指す、②同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持する、ことが掲げられ、

この目標に向けて、2019年度から2021年度の３年間について歳出改革の取組方針が示され、この方

針を踏まえ、財政健全化に向けた取組を進めてきました。 

「骨太の方針2021」では、これらの取組がこれまで財政規律としての役割を果たしてきたことを

踏まえ、2022年度から2024年度までの３年間についても、これまでと同様の歳出改革努力を継続す

ることとしており、引き続き、財政健全化に向けた取組を進めてまいります。

（目標の設定の根拠） 

予算を必要性の高い分野に重点的に配分することで、財政の効率化・質的改善を推進する必要が

あるためです。 

政1-1-1-B-2：予算執行調査等の予算編成等への適切な活用・反映 

（令和４年度目標） 

予算執行調査、政策評価、行政事業レビュー、決算及び決算検査報告、国会での指摘・議決など

を予算編成等へ適切に活用・反映します。 

（目標の設定の根拠） 

財政資金の効率的・効果的な活用のため、予算の「プラン（予算編成）」・「ドゥー（予算の執

行）」・「チェック（評価・検証）」・「アクション（予算への反映）」のサイクルにおける「チ

ェック」・「アクション」機能を強化し、予算へ的確にフィードバックするためです。 

政1-1-1-B-3：予算編成における東日本大震災への適切な対応 

（令和４年度目標） 

復興事業については、「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本

方針」を踏まえ、復興のステージに応じた、被災地の復興に真に必要な事業をしっかりと実施でき

るよう取り組んでいきます。 

（目標の設定の根拠） 

東日本大震災からの復興を効果的かつ確実に進めるとともに、復興財源に対する被災地の不安を

払拭するためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 
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参考指標 

○参考指標１「一般会計及び特別会計の歳出総額及び純計額」【再掲（総1-1：参考指標２）】

○参考指標２「一般会計歳出の構成」

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/seifuan2022/01. 

pdf） 

○参考指標３「一般会計歳出概算所管別内訳」

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/sy030907.pdf） 

○参考指標４「なぜ財政は悪化したのか（財政構造の変化①②）」

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/202110_kanryaku. 

pdf） 

○参考指標５「各予算のポイント」

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/seifuan2022/ 

index.html） 

○参考指標６「補助金等の内訳（交付先別、主要経費別）」

○参考指標７「補助金等の整理合理化状況」

施策 政1-1-2：財政に関する広報活動 

取組内容 

財政に関し、国民に対する説明責任を果たすとともに、国民に理解を深めてもらう観点から、

積極的に広報に取り組みます。具体的には、パンフレットの作成・配布・電子書籍化、ウェブサ

イトを通じた情報提供、オンラインも活用した説明会等の広報活動を行います。

また、財政に関する迅速かつ正確な情報提供を行うため、以下の取組を行います。

Ａ 各府省のウェブサイトにおいて公開される概算要求書及び政策評価調書を、各府省の協力の

下、財務省ウェブサイトからそれぞれ９月末日、10月20日前後までに一元的に閲覧できるよう

にします。 

Ｂ 決定した予算の内容や執行状況について、広く国民全般に分かりやすい情報開示の方法を工

夫し、一般会計と特別会計、当初予算と補正予算を含めた予算の全体像についても、より分か

りやすく国民への情報発信を行うよう努めます。 

定量的な測定指標 

政1-1-2-A-1：各府省等

のウェブサイトで公開

される概算要求書等の

財務省ウェブサイトか

らの閲覧可能化 

年度 平成30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 
４年度 

目標値 

目

標

値 

概算要求

書等 
速やかに閲覧でき

るようにする 

（平成30年度まで

は定性的な目標） 

10月10日 

前後 

11月10日 

前後 
9月末日 9月末日 

政策評価

調書 
10月末日 

11月10日 

前後 

10月20日 

前後 

10月20日 

前後 

実

績

値 

概算要求

書等 速やかに閲覧でき

るようにした 

10月9日 11月9日 9月29日 

政策評価

調書 
10月30日 11月9日 10月19日 

（出所）主計局総務課及び司計課調 

（目標値の設定の根拠） 

財政に関する迅速かつ正確な情報提供を行うため、過去の実績を参考に目標値を設定しました。 
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定性的な測定指標 

［主要］政1-1-2-B-1：財政に関する広報活動の実施状況 

（令和４年度目標） 

積極的にパンフレットの作成・配布・電子書籍化、ウェブサイトを通じた情報提供、オンラインも

活用した説明会等の広報活動を実施します。 

（目標の設定の根拠） 

財政に関し、国民に対する説明責任を果たすとともに、国民に理解を深めてもらうためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 ○参考指標１「財務省ウェブサイトの予算・決算に関するページへのアクセス件数」

政策目標に係る予算額 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度当初 
令和４年度行政事

業レビュー番号 

（項）財政健全化推進費 4,112,791千円 363,145千円 419,603千円 420,645千円 

（事項）財政の効率

化・質的改善の推進に

必要な経費 

4,112,791千円 363,145千円 419,603千円 420,645千円 

内 予算編成支援シ

ステム
3,972,283千円 （注２） （注２） （注２） （注３） 

内 財政に関する説

明資料の拡充 
7,150千円 7,700千円 7,370千円 6,952千円 

行政事業レビュー

の対象外 

内 財政制度等に関

する調査 
－ － 4,661千円 4,661千円 0001 

内 旅費等実態調査 － － 13,967千円 13,901千円 0002 

（注１）「政策目標に係る予算額」の表中には、政策目標１－１に係る予算額を記載しています。 

（注２）「予算編成支援システム」の令和２年度及び令和３年度予算額は、内閣所管（組織）内閣官房に「（項）

情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上され、令和４年度予算額は、デジタル庁所管（組

織）デジタル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上されています。 

（注３）「予算編成支援システム」は、個別の行政事業レビューシートは作成されていないものの、「デジタル庁

0001」において、各府省が行う情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトが、共通機能の活用

等の政府方針に沿っているかという観点から、各府省と連携し一元的なプロジェクト監理を実施すると

ともに、この結果を予算要求や執行に反映させることとされています。 

担当部局名 
主計局（総務課、司計課、調査課、主計官、

主計企画官（調整担当）） 
政策評価実施予定時期 令和５年６月 
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政策目標の内容及び 

目標設定の考え方 

健全な財政を確保するためには、財政需要について、原則として公債や借入金

にはよらず、税収等で賄うという考え方が基本となります（非募債主義・「財政

法」（昭和22年法律第34号）第４条第１項）。 

税収については、内国税である租税及び印紙収入並びに輸入品に対し課される

関税等から成るものであり、毎年度の税制改正等の政策目的を踏まえつつ、必要

な税収の確保に努めます。税制については、経済社会のあり方に密接に関連する

ものであることから、経済社会の構造変化や国際的動向等を踏まえつつ、財源調

達機能を果たすべく、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点

や、適正・公平な課税を実現する観点からの見直しを進めていきます。また、そ

の時点で判明している課税実績、政府経済見通しに係る諸指標等を基礎に、税目

ごとに適切な見積りに努めます。 

税収及び公債金収入以外の国の歳入である「その他収入」（用語集参照）につい

ては、現下の極めて厳しい財政事情の下、可能な限りその確保に努めるとともに、

各項目別に最近の実績等を基礎に適切な見積りを行います。 

公債の発行については、歳出の重点化、節減合理化に努めてもなお財源が不足

する場合に限って、やむを得ない措置として行います。 

なお、上記のような歳入に関する情報について、財務省ウェブサイトにおいて

開示する方法等を通じ、国民への説明責任の向上に努めます。 

本目標は、以下に掲げる内閣の基本方針を踏まえ、推進していきます。 

 

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

 政1-2-1：必要な歳入の確保等 

 

関連する内閣の基本方針 

○「第208回国会 総理大臣施政方針演説」（令和４年１月17日） 

○「第208回国会 財務大臣財政演説」（令和４年１月17日） 

○「令和４年度予算編成の基本方針」（令和３年12月３日閣議決定） 

 

施策 政1-2-1：必要な歳入の確保等 

取組内容 

税制改正等の政策目的を踏まえつつ、必要な税収の確保に努めます。税制について、財源調

達機能を果たすべく、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点や、適正・公平

な課税を実現する観点からの見直しを進めていきます。 

また、「その他収入」について、現下の極めて厳しい財政事情の下、可能な限りその確保に努

め、最近の実績等を基礎に適切な見積りを行います。 

なお、上記のような歳入に関する情報について、財務省ウェブサイトにおいて開示する方法

等を通じ、国民への説明責任の向上に努めます。 

  

○ 政策目標１－２：必要な歳入の確保 
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定性的な測定指標 

 ［主要］政1-2-1-B-1：必要な歳入の確保及び説明責任の向上 

 

（令和４年度目標） 

税制改正等の政策目的を踏まえつつ、必要な税収の確保に努めます。税制について、財源調達機

能を果たすべく、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点や、適正・公平な課税を

実現する観点からの見直しを進めていきます。 

また、「その他収入」について、現下の極めて厳しい財政事情の下、可能な限りその確保に努め、

最近の実績等を基礎に適切な見積りを行います。 

なお、上記のような歳入に関する情報について、財務省ウェブサイトにおいて開示する方法等を

通じ、国民への説明責任の向上に努めます。 

 

（目標の設定の根拠） 

 安定的な税収基盤を構築し、適正・公平な課税を実現して、必要な税収の確保に努めるほか、「そ

の他収入」についても、可能な限りその確保に努め、適切な見積りを行うためです。 

また、歳入に関する情報について、国民への説明責任の向上に努めるためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 

○参考指標１「一般会計税収の推移」 

（https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm） 

○参考指標２「一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移」【再掲（総1-1：参考指標１)】 

○参考指標３「歳入（一般会計）構成の推移」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/basic_data/202104/sy202104b. 

pdf） 

 

政策目標に係る予算額 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度当初 
令和４年度行政事

業レビュー番号 

 上記の政策目標に関連する予算額はありません。 

 

担当部局名 主計局（総務課）、主税局（総務課） 政策評価実施予定時期 令和５年６月 
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政策目標の内容及び 

目標設定の考え方 

国の予算の執行の責任及び権限は各省各庁の長に委ねられていますが、財政当

局としても予算の執行が法令の定めに則り、かつ、経済的、効率的に行われるよ

う各省各庁への要請等を行っています。特に公共調達のあり方については、引き

続き入札及び契約の改善や随意契約の適正化を図る必要があり、そのための取組

を進めています。 

また、予算の質の向上・効率化を図るためには、国民への情報開示の充実など

により予算執行の透明性の向上を図るとともに、予算執行の実態を把握し、いわ

ゆるＰＤＣＡサイクルにおける、Ｃ（＝チェック）及びＡ（＝アクション）の機

能を強化する必要があります。 
 

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

 

政1-3-1：予算執行に関する情報開示の充実 

政1-3-2：円滑かつ効率的な予算執行の確保 

政1-3-3：予算執行調査の実施 

政1-3-4：各省各庁等に対する予算の適正かつ効率的な執行の確保のための要請等 

 

関連する内閣の基本方針 
○「行政の透明性向上のための予算執行等の在り方について」（平成25年６月28

日閣議決定） 
 

施策 政1-3-1：予算執行に関する情報開示の充実 

取組内容 

予算執行の透明性を確保する観点から、各府省庁のウェブサイトで定期的に開示されている予

算執行等に係る情報を、各府省庁の協力の下、財務省ウェブサイトから閲覧できるようにします。 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/portalsite.htm） 

定性的な測定指標 

 ［主要］政1-3-1-B-1：定期的な予算執行に関する情報開示の確認 

 
（令和４年度目標） 

各府省庁の予算執行等に係る情報開示の状況を定期的に確認します。 

 

（目標の設定の根拠） 

「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」（平成25年６月28日内閣官房行政改革推進本部

事務局）に基づき、各府省庁において開示されている予算執行等に係る情報について、財務省ウェ

ブサイトから一元的に閲覧できる状態を維持するためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 
○参考指標１「各府省の予算執行情報ポータルサイト」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/portalsite.htm） 

 
 
 
 

○ 政策目標１－３：予算執行の透明性の向上・適正な予算執行の確保 
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施策 政1-3-2：円滑かつ効率的な予算執行の確保 

取組内容 

国の予算は、国会の議決に基づき各省各庁の長に配賦され、その執行の責任及び権限は各省各

庁の長に委ねられています。その執行に当たっては、円滑かつ迅速な執行が確保されるよう努め

ます。 

また、予算の執行において、財務大臣の承認を要するものが法令で定められていますが、これ

らの法令の定めに則り、繰越明許費及び移流用を活用すること等によって、経済的、効率的に予

算執行がなされるよう努めています。 

特に、繰越手続については、平成21年度より、繰越要件の明確化や手続の簡素化等を図ってお

り、繰越制度が一層活用されるよう努めます。 

今後とも、法令や予算との整合性等に留意するとともに、会計検査院や関係省庁との連携を図

ることなどにより、円滑かつ効率的な予算執行が確保されるよう努めます。 

定性的な測定指標 

 ［主要］政1-3-2-B-1：円滑かつ効率的な予算執行の確保の取組 

 

（令和４年度目標） 

法令と予算との整合性等に留意の上、各省各庁において繰越制度等が活用されるよう取り組みま

す。 

 
（目標の設定の根拠） 

円滑かつ効率的な予算執行を確保するためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 該当なし 

 

施策 政1-3-3：予算執行調査の実施 

取組内容 

予算執行調査は、財務省主計局の予算担当者及び財務局の職員が、次年度以降の予算編成に向

けた問題意識等から選定した事業について、実際に予算が効率的かつ効果的に執行されているか

といった観点から調査を行うものです。予算執行調査の実施に当たっては、予算の効率化が図ら

れるよう、 

１ 調査対象につき、特別会計の事業を含め、予算の執行状況全般を選定の対象とするほか、日

常的に予算執行の現場に接する機会の多い財務局の視点等も活用しつつ、案件を選定します。 

２ 専門家の知見の活用や実地調査の実施など、調査の質の向上等を図ります。 

３ 調査結果を適切な時期に公表し、予算の執行や予算編成に反映するとともに、その反映状況

を予算の決定後速やかに公表します。 

定性的な測定指標 

 ［主要］政1-3-3-B-1：予算執行調査の実施 

 
（令和４年度目標） 

予算執行調査を着実に実施し、調査結果や予算への反映状況を速やかに公表します。 

 
（目標の設定の根拠） 

予算執行の実態を把握し、予算の効率化が図られるようにするためです。 
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今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 

○参考指標１「予算執行調査の実施件数及び反映額」 
○参考指標２「調査結果（令和３年６月）」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0306/index

.html） 

○参考指標３「調査結果（令和３年９月）」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0309/index

.html） 

○参考指標４「調査結果（令和４年１月）」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0401/index

.html） 

○参考指標５「反映状況（令和４年１月）」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/hanei/index.

html） 

 

施策 政1-3-4：各省各庁等に対する予算の適正かつ効率的な執行の確保のための要請等 

取組内容 

予算の適正かつ効率的な執行を確保するために、各省各庁に対し文書による要請を行うととも

に、担当職員の資質の向上及び会計事務に携わる心構え等が重要であることから、各省各庁等の

会計事務職員を対象とした会議・研修（注）を実施します。 
また、随意契約の適正化のため、契約の透明性を高める観点から、各省各庁が締結した契約 

（少額随意契約等を除く。）について、統計を作成し、公表します。 
（注）実施予定の会議・研修 

１. 会議 
財務省と会計検査院との事務連絡会、各省各庁等予算執行・決算担当者会議、財務局等繰越

決算事務担当者会議、補助金等適正化中央連絡会議幹事会、各府省等内部監査担当者連絡会 
２. 研修 

会計事務職員研修、政府関係法人会計事務職員研修、会計事務職員契約管理研修、予算担当

職員初任者研修、会計監査事務職員研修 
定性的な測定指標 

 ［主要］政1-3-4-B-1：予算の適正かつ効率的な執行の確保のための要請等の実施 

 
（令和４年度目標） 

文書による要請及び会議・研修を実施します。 
また、各省各庁が締結した契約（少額随意契約等を除く。）について、統計を作成し、公表します。 

 
（目標の設定の根拠） 

各省各庁等の予算の適正かつ効率的な執行を確保するためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 
○参考指標１「会計検査院決算検査報告に掲記された不当事項等の推移」 
○参考指標２「会計事務職員研修等の実績」 
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政策目標に係る予算額 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度当初 

令和４年度行政事

業レビュー番号 

 

（項）財政健全化推進費 8,605,212千円 435,452千円 405,473千円 418,339千円  

 （事項）適正な予算執

行の確保に必要な経費 
51,198千円 48,787千円 32,554千円 42,983千円 

行政事業レビュー

の対象外 

 
 （事項）会計センター

に必要な経費 
8,554,014千円 386,665千円 372,919千円 375,356千円  

 

 

内 官庁会計システ 

ム（歳入金電子納付シ

ステムを含む） 

8,113,140千円 （注２） （注２） （注２） （注３） 

 

内 会計業務電子決

裁基盤・証拠書類管理

システム 

45,620千円 （注２） （注２） （注２） （注３） 

 （項）財務局業務費 188,355千円 189,074千円 187,891千円 185,108千円  

 
 （事項）適正な予算執

行の確保に必要な経費 
188,355千円 189,074千円 187,891千円 185,108千円 

行政事業レビュー

の対象外 

 合計 8,793,567千円 624,526千円 593,364千円 603,447千円  

（注１）「政策目標に係る予算額」の表中には、政策目標１－３に係る予算額を記載しています。 

（注２）「官庁会計システム（歳入金電子納付システムを含む）」の令和２年度及び令和３年度予算額は、内閣所

管（組織）内閣官房に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上され、令和４年度

予算額は、デジタル庁所管（組織）デジタル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて

一括計上されています。 

「会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム」の令和２年度予算額は、内閣所管（組織）内閣官房

に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上され、令和３年度予算額は、内閣所管

（組織）内閣官房に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」及びデジタル庁所管（組織）デジ

タル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上され、令和４年度予算額は、デ

ジタル庁所管（組織）デジタル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上され

ています。 

（注３）「官庁会計システム（歳入金電子納付システムを含む）」及び「会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理シ

ステム」は、個別の行政事業レビューシートは作成されていないものの、「デジタル庁 0001」において、

各府省が行う情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトが、共通機能の活用等の政府方針に沿

っているかという観点から、各府省と連携し一元的なプロジェクト監理を実施するとともに、この結果

を予算要求や執行に反映させることとされています。 

 

担当部局名 
主計局（総務課、司計課、法規課）、会計セ

ンター 
政策評価実施予定時期 令和５年６月 
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政策目標の内容及び 

目標設定の考え方 

国の決算は、国会の議決によって成立した予算の執行実績を示すものであり、

一会計年度における収入・支出の実績を計算、整理、記録したものです。したが

って、決算は予算のような規範性はなく、政府が「財政法」（昭和22年法律第34

号）、「会計法」（昭和22年法律第35号）等の定めるところに従い執行した実績

を国民及び国会に対して報告する性格を持っています。 

このような決算の性格を踏まえ、広く国民が財政に対する関心及び理解を深め

るためにも、今後とも正確で分かりやすい決算の作成に努めます。また、決算及

び決算検査報告、決算に関する国会での指摘・議決等については、予算編成や執

行への反映に努めます。 
 

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

 
政1-4-1：予算使用の状況、国庫歳入歳出状況及び決算概要の報告 

政1-4-2：令和３年度歳入歳出決算の国会への早期提出 

 
関連する内閣の基本方針 該当なし 

 

施策 政1-4-1：予算使用の状況、国庫歳入歳出状況及び決算概要の報告 

取組内容 

年度の途中における予算使用の状況、国庫歳入歳出状況及び予算の執行実績である決算概要

について、これまでに引き続き、官報や財務省ウェブサイトを活用するなどして、国民や国会

に対し適時適切な報告を行います。 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/index.html） 

定量的な測定指標 

 

［主要］ 

政1-4-1-A-1：予算使

用の状況、国庫歳入歳

出状況及び決算概要

の定期的な公表状況 

年度 平成30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 
４年度 

目標値 

目

標

値 

予算使用

の状況 
5回 5回 5回 5回 5回 

国庫歳入

歳出状況 
15回 15回 15回 15回 15回 

決算概要 1回 1回 1回 1回 1回 

実績値 全て達成 全て達成 全て達成 N.A.  

（注）令和３年度の実績値は、令和４年９月に確定するため、令和５年度事前分析表に記載します。 

（出所）主計局司計課調 

（目標値の設定の根拠） 

 国民や国会に対し適時適切な報告を行うため、予算使用の状況については四半期ごと、国庫歳入

歳出状況については月ごと、決算概要については決算が確定した際に、それぞれ報告を行うことと

するよう目標を設定しました。 

※予算使用の状況と国庫歳入歳出状況については出納整理期間を含む。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

○ 政策目標１－４：決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示 
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参考指標 該当なし 

 

施策 政1-4-2：令和３年度歳入歳出決算の国会への早期提出 

取組内容 

決算の早期提出については、平成15年に参議院から会計年度翌年の11月20日前後に国会に提

出するよう要請を受けたところであり、令和３年度歳入歳出決算については、令和２年度歳入

歳出決算に引き続き、会計検査院へ早期に送付し、11月20日前後に国会提出が可能となるよう

努めます。 

定量的な測定指標 

 
政1-4-2-A-1：歳入歳

出決算の会計検査院

への送付日 

年度 
平成30年度 
（29年度決算） 

令和元年度 
（30年度決算） 

２年度 
（元年度決算） 

３年度 
（２年度決算） 

４年度 

目標値 
（３年度決算） 

 

目標値 30.9月初旬 元.9月初旬 2.9月初旬 3.9月初旬 4.9月初旬 

実績値 30.9.4 元.9.3 2.9.4 3.9.3  

 

（出所）主計局司計課調 

（目標値の設定の根拠） 

平成15年に参議院から会計年度翌年の11月20日前後に決算を国会へ提出するよう要請を受けてお

り、会計検査院における検査確認に２ヶ月程度の期間を要していることから９月初旬を目標とする

ものです。 

 
［主要］ 

政1-4-2-A-2：歳入歳

出決算の国会への提

出日 

年度 
平成30年度 
（29年度決算） 

令和元年度 
（30年度決算） 

２年度 
（元年度決算） 

３年度 
（２年度決算） 

４年度 

目標値 
（３年度決算） 

 

目標値 
30.11.20 

前後 

元.11.20 

前後 

2.11.20 

前後 

3.11.20 

前後 

4.11.20 

前後 

実績値 30.11.20 元.11.19 2.11.20 3.12.6  

 

（注）令和２年度歳入歳出決算の国会提出が令和３年12月６日となったのは、令和３年11月20日前後に国会が開会さ

れていなかったためです。 

（出所）主計局司計課調 

（目標値の設定の根拠） 

平成15年に参議院から会計年度翌年の11月20日前後に決算を国会へ提出するよう要請を受けてい

るためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 該当なし 

 
政策目標に係る予算額 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度当初 

令和４年度行政事

業レビュー番号 

 上記の政策目標に関連する予算額はありません。 

 
担当部局名 主計局（司計課） 政策評価実施予定時期 令和５年６月 
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政策目標の内容及び 

目標設定の考え方 

令和４年度の地方の財政状況については、国と地方の折半により負担する地方

の財源不足が生じず、臨時財政対策債の発行も前年度より縮減されるものの、引

き続き、歳入面・歳出面における改革を進めていく必要があります。 

地方財政に関する事務については、地方財政計画の策定、地方税制度及び地方

債等を所管する総務省との調整が重要となります。 

このような状況において、国の財務を総括する観点から、地方の歳入・歳出、

国・地方間の財政移転に関する事務を適切かつ円滑に遂行します。 

また、2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス（用語集参照）黒

字化を目指し、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとの財政健

全化目標を実現するため、財務省としても適切に対応していきます。 
 

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

 政1-5-1：地方の歳入面・歳出面の改革 

 

関連する内閣の基本方針 

○「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定） 

○「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定） 

○「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定） 

○「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令和３年６月18日閣議決定） 

○「令和４年度予算編成の基本方針」（令和３年12月３日閣議決定） 
 

施策 政1-5-1：地方の歳入面・歳出面の改革 

取組内容 

国の財務の総括や財政資金の効率的配分の観点から、地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移

転に関する事務を適切かつ円滑に遂行するため、引き続き必要な取組を検討するなど、地方の歳

入面・歳出面における改革を進めていきます。 

定性的な測定指標 

 ［主要］政1-5-1-B-1：地方の歳入面・歳出面の改革 

 

（令和４年度目標） 

国の財務の総括や財政資金の効率的配分の観点から、地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転

に関する事務を適切かつ円滑に遂行するため、引き続き必要な取組を検討するなど、地方の歳入面・

歳出面における改革を進めていきます。 

 

（目標の設定の根拠） 

「経済財政運営と改革の基本方針2021」に、「2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバラ

ンス黒字化を目指す、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す」としているほか、「地

方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体を始め地方の安定的

な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう

実質的に同水準を確保する。」と定められているためです。 

○ 政策目標１－５：地方財政計画の策定をはじめ、地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事

務の適切な遂行 
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今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 

○参考指標１「地方財政計画」 

（https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei.html） 

○参考指標２「地方向け補助金等の全体像」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/seifuan2022/index.

html） 

○参考指標３「地方の一般財源総額について」 

（https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei.html） 

 

政策目標に係る予算額 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度当初 
令和４年度行政事

業レビュー番号 

 上記の政策目標に関連する予算額はありません。 

 

担当部局名 

主計局（主計官（総務、地方財政、財務係担

当）、主計企画官（調整担当））、主税局（総務

課）、理財局（計画官（厚生労働・文部科学、

国土交通、地方企画、地方財務審査、地方運

用係担当）） 

政策評価実施予定時期 令和５年６月 
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政策目標の内容及び 

目標設定の考え方 

 現行の財政・会計に係る制度の基本にある考え方は、①国の財政を処理する権

限は国会の議決に基づいて行使しなければならないこと、②財政の健全性を確保

すること、③国の支出は適正かつ公正に行われなければならないこと、といった

点です。 

また、財政・会計に係る制度の運用については、透明性、説明責任の向上が求

められています。 

国の財務状況等に関する説明責任の履行の向上等のため、国の財務書類の作

成・公表を行います。 
 

上記の「政策目標」を達成するための「施策」 

 政1-6-1：国の財務書類の作成・公表等 

 
関連する内閣の基本方針 該当なし 

 

施策 政1-6-1：国の財務書類の作成・公表等 

取組内容 

国の財政状況に関するストック及びフローの情報の充実を図るため、各府省が作成している省

庁別財務書類の計数を基礎として、国全体の財務状況を開示する国の財務書類を平成15年度決算

分から作成・公表しているところです。公表に当たっては、財務省ウェブサイトも活用して、広

く国民に対する情報開示を行います。 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/） 

また、財務省は、各府省の作成する省庁別財務書類について、財務情報の的確な開示が行われ

るよう必要な助言等を行うほか、令和５年度予算の審議に活用するために、令和３年度決算分の

国の財務書類（一般会計・特別会計）を令和５年１月下旬に公表します。 

定量的な測定指標 

 

〔主要〕 

政1-6-1-A-1：国の財

務書類（一般会計・特

別会計）の公表日 

年度 
平成30年度 
（29年度分） 

令和元年度 
（30年度分） 

２年度 
（元年度分） 

３年度 
（２年度分） 

４年度目標値 
（３年度分） 

目標値 31年１月下旬 ２年１月下旬 ３年１月下旬 ４年１月下旬 ５年１月下旬 

実績値 31.1.29 2.1.31 3.1.29 4.1.25  

 

（出所）主計局法規課調 

（目標値の設定の根拠） 

 「公会計整備の一層の推進に向けて～中間取りまとめ～」（平成18年６月14日財政制度等審議会）

において、「財政活動の効率化・適正化等に向けて財務書類の一層の活用を図るためには、できる

限り早期に作成・公表を行えるよう、システムの整備等について検討していく必要がある」との提

言がなされたことから、その測定のため公表日を目標値として設定しました。 

○ 政策目標１－６：公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びその適正な運営 
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定性的な測定指標 

 政1-6-1-B-1：国民に対して分かりやすい国の財務書類関係資料の作成・公表 

 

（令和４年度目標） 

国の財務書類のポイント（パンフレット）やその要旨を記載した骨子（リーフレット）において、

図表等を用いて国民に対するより分かりやすい説明を行います。 

 

（目標の設定の根拠） 

「財務書類等の一層の活用に向けて」（平成27年4月30日財政制度等審議会 法制・公会計部会）

等において、国民に対する分かりやすい説明が求められているためです。 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 
○参考指標１「国の財務書類及び省庁別財務書類の公表状況」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/） 

 
政策目標に係る予算額 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度当初 

令和４年度行政事

業レビュー番号 

 

（項）財政健全化推進費 12,057千円 12,370千円 12,958千円 12,386千円  

  （事項）財務書類の作成・公

表に必要な経費 12,057千円 12,370千円 12,958千円 12,386千円 
行政事業レビュー

の対象外 

（注）「政策目標に係る予算額」の表中には、政策目標１－６に係る予算額を記載しています。 

 

 
担当部局名 主計局（法規課） 政策評価実施予定時期 令和５年６月 
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